
〔問〕

昭和 45年度(問題〉

次のA，B公よびCのいずれか一つを選んで解答せよo

A. 4問中 5間選択

A-1. 次の場合，生命保険会社のとるべき措置Kついて論ぜん

保険種類 団体定期保険

契約成立日 1969年 12月1日

保険金額 全員(1 00名)一律 100万円

保険契約者 d d工業KK

被保険者 従業員全員加入方式

保険金受取人 ムム工業KK

o 1970年 6月10日保険金請求あb。

被保険者A(大正 7年 8月1日生)

1970年 5月24日 胃癌再発皮膚転移を直接死因とし，との原因は胃癌である。

。死亡診断書Kよれば，被保険者Aは 1969年5月 27日よ T1969年 5月1日まで

胃癌で入院，その間胃切除を行左い，以後経過良好であったととろ， 1 970年5月

初匂腰痛激しし 5月中匂胃癌再発を認め同時K皮膚転移， 4月4日腰痛激しきため

再入院 5月24日死亡すとあ JJ，平素の健否は健康と記入してあった。

0 ムム工業の申出Vてよれば，被保険者Aは 1969年 6月30日の入社で，一種の天下b

人事として入社して金JJ，従って入社K際して健康診断はし左かったが，爾来 1969

年 12月1日の加入日まで健康で一日の火勤も左〈正常K勤務していたという。また

Aは胃癌の事実を知ら左かったのではをいかという。

A-2. 保険会社の財産の評価損益事、よび売却損益Kついて，保険業法はいか在る規定を設

けているか。また，規定それぞれの設けられた趣旨Kついて述べよ。

A-3. 保険契約K関して，被保険者の同意はいかまる場合K必要かn また，それが必要と

される理由Kついて述べよ。
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B. 4問中 3間選択

B-1. 税制適格退職年金の適格要件Kついて述べよo

B-2. 信託財産は信託法の規定Kょb特別K保護されているが，その内容・理由Kついて述

べよ。

B-3. 厚生年金基金の制度内容のうち，掛金・給付Kついては，どのよう左条件がどのよう左

ま根拠から必要とされているか，説明せよ。

B-4. 預金と金銭信託の差異Kついて述べよ。

C. 4問中 5間選択

C-1. 商法第 629条(損害保険の定義)の条文を記し，その中の熟語Kっき，簡単K解説せよ。

C-2. 保険業法第 12条の 3(共同行為K対する私的独占禁止法の適用除外)VLっき述べよ。
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〔問)

C -3. 損害保険代理庖が保険契約の募集または締結Kついて，保険募集の取締K関する法律

第15条~第17条の規定Kよt，禁止されている事項を列挙せよ。

C-4. 損害保険料率算定会が料率を算出したときから，大蔵大臣が料率を認可するまでの損

害保険料率算出団体K関する法律及び関係法規K定められた手続きを，簡単K述べよ。
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昭和 45年度(解答〉

A-1 

〔結論〕

(I) 普通個人保険と同様の告知を取っていた場合は，保険金不払を正当と認む。(勿論告知

は既応、症Kついてナシといっていたとする)

(n ) 団体定期保険の場合は一般~，告知Kついては，健康で正常K勤務をしているかい左い

かを問うのみであるととが多いがとの場合は，まず 1969年 6月30日よ.!?1 9 6 9年

1 2月1日までの間K通院加療の事実があるか左いかその内容は，等Kついて調査を行左

い， 1 9 6 9年 12 月 1 日現在，被保険者が健康と(主観的~)信じていたであろうと推

測せざるを得宕い場合Kは，保険金の支払を正当と認める。

〔理由〕

結論(1)の場合は既応症Kついても問うているのであるからとれ~W ナシ』と記載しであ

れば，論ずるまでも在〈告知義務違反Kよる死亡解除と在る。また，既応症が明確K記載して

あったとすれば，保険者側の責任として当然支払の義務を負うととはいうまでもをい。

結 論 (n )の場合

まず告知義務違反が成立するための 2要件Kついて論述すると，

① 保険契約者または被保険者の重要念事実または事項Y亡ついて不告知または不実告知の存在

するとと・・・客観的要件

② との不告知または不実告知は保険契約者または被保険者の悪意または重大左過失Kもと

づくとと・・・主観的要件

従ってとれを具体的K当件K当てはめて考究すると

1. 客観的要件

本間K台いてまず第-~問題となるのは 1 9 6 9年 2月から 4月までの入院手術が，上記

Kいわゆる『重要左事実または重要左事項~~該当するといえるかどうかであるが，契約時

わずか 7--8か月しか経過してい左い胃切除軒町は， Aが胃癌 Kよるものとは知らずKいた

としても(たとえば胃潰蕩手術と告げられるをど) w 重要左事実~~該当する(胃癌 K フ

き大判，明 40.12.11。胃潰蕩Kヲき東京控判昭虫 11. 7の各判例)。従って，とれ

が不告知は前記①の客観的要件をみたすと結論づけてよい。
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2. 主観的要件

( 1 ) 被保険者名簿ttrW現在健康で正常K勤務している』点Kついては，本人が既K完治

していたものと自覚し，契約者も勤務状態からみて現在は健康であると確信していた

とすればとの点K悪意，重過失を認めるととはでき左いであろう。

ただ一般論としては，胃切除術後 7-8カ月しか経過してい左い状態では，決して

『健康且正常』であるとはいえ左いとの論も成b立つためttr，とこK悪意，重過失を

求める見解も生ずると思われるが死亡診断書の記載から，手術後の経過は良好で，健

康を回復したと主治医からも告げられていたと推定できるし，さらK入社時健康診断

を行在ってい左い事実もあるので，との点からも，契約者，被保険者の悪意，重過失を

主張でき左い。

(2) 人社時健康診断Kついては，労働基準法会よび労働安全衛生規則等Kょb法的義務

づけが左されているととから，とれを行左わ左かった契約者K過失あ bとはいえよう

が，本件Kあてはめて重過失K該当すると断ずることはできまい。

一般的ttr，告知義務K関する法の規定がいかまる根拠Kもとづいているのかを現在

わが国でもっとも広〈行在われている解釈Kよって考察してみると，保険の社会性と

団体性骨よび経済的技術的基礎Kかんがみ，不良契約の危険団体への侵入防止，保険

事業の存立防害排除，善良を契約者の犠性をもたらさ左いよう Kとの顧慮，契約者の

保護等が必要であるため，また，ひいては保険事業の合理的左経営を企図するため，

危険事情をもっともよく知っているはずの保険契約者または被保険者の協力をとく K

求めるととKしているのである。

告知義務制度の根拠対危険団体から不良契約を排除するKあるとすれば，契約者，

被保険者K一方的左義務を負わせたものと解するとともできる。しかし，何が重要事

実在いしは事項であるかは一律K決し得ず，まして保険K無知であるかも知れぬ契約

者，被保険者Kはそれの判断が一層困難であるとと，立法論としてはともかく，わが

国の法が悪意，重過失の立証責任を保険者K課しているとと，相互扶助とはいうもの

の保険者としては実質的Kは事業として経営を維持していく必要があ !J，やは b信一知

事項は保険者の本来的探知事項であったものを大量事務処理事、よび主として被保険者

の一身Kかかる事項である関係上，契約者，被保険者K義務を転嫁したのだと解する

ととが妥当であろう。

とすオ財*設問の場合，単ttrW現在健康で正常K勤務していますか』程度の質問しかし
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てい左いのであれば，悪意，重過失を主張するととは困難である。

左な，異論のあるととろではあるけれども，質問表Kよって告知を求められた事項は

『重要左事項である』或は『重要左事項と推定する』とするのが学説の大勢であJ?，判

例もまたとの立場K立脚しているものとみられ立法論としても強〈主張されている。

以上を総合すれば，本件の場合，告反成立のための客観的要件はみたされるが，主観的

要件はみたされず，したがって告反は成立し左いので死亡保険金支払いが妥当左処理で

あると解するo

更tてつけ加える左らば，個人保険と団体定期保険では，その危険論的扱いが異左る点K

も注目の必要があろう。す左わち団体定期保険の被保険者集団V'(:l，"いては，コレクティ

プリスクの概念でとれをみるべきであろう o 従って団体定期保険V'(:l，..ける告知のと b方

が，個人保険よ bはるかKゆるやかであるというととも，一面V'(:l，..いて首肯されるので

ある。

A-2 保険業法第84条(株式評価の特例) ，第86条(評価益及び売却益積立金)金よび第

8 7条〈評価益軒よび売却益積立金の使用)V'(規定が設けられている。

説明の便宜上，第86条，第 87条，第 84条のj願K述べる。

第86条(評価益及び売却益積立金)

保険会社は，財産の評価換または売却Kょb計上した刺益が財産の評価換または売却K

より計上した損失を超えるときは，その差額を準備金として積立てるととを要する。ただ

し，主務大臣の認可を受ければ，その全部または一部を積立てをいととができる。

との規定K基〈積立金は，いわゆる r8 6条準備金」と称され，従来よ bその運用等K

関し議論が交きれてきているものである。そもそもこの規定が設けられた趣旨は，保険事

業の公共性から保険会社の経営は安全第一主義を貫くべきであJ?，財産の評価差益・売却

差益のよう在臨時的刺益が安易K社外K流出することは好まし〈在<，従ってとれを社内

K留保するととを命じて経営の安全を図ろうとするととKある。

その後F 積立金の全額積立を強制するとの規定が保守的K過ぎ，保険会社個別の自主的

判断の余地が全〈左いとと等Kついて議論が交され，規定緩和K関する生命保険協会の要

望，保険審議会の答申等が行左われた結果，昭和 39年保険業法の一部改正Kよb第 84 

条(株式評価の特例)が設けられ評価益の一部計上が認められるととK在った。(第
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8 4条の規定Kついては後述。)

在な，との規定K関連して今後解決す要する問題点として，①法定積立金かつ保険契約

準備金であるKかかわらず，税法上益金処分として取扱われている，窃均整年金，変額保

険，会社型投資信託等生命保険会社の成長が弟肝寺される分野では，資産の分離運用，キャ

ピタ Jレグインの環元が必要であるが，との規定はその陸路と左 9.隣接企業との競争上不

利と在る等があげられ，再検討が要望されている。

第 87条(評価益及び罪却益積立金の使用)

上記 r8 6条準備金」の使用K関する規定である。 r8 6条準備金」は，欠損の填補ま

たは財産の評価換もしくは売却Kょb計上した損失がとれKよb計上した利益(第84条

Kよる評価益を除<)を超えるときその差額の填補Kあてる場合K使用できる。その他の

場合K使用するときは主務大臣の認可を受け者ければ左らをい。

との規定は，第 86条と表裏一体を在すもので，立法の趣旨も第 86条と同一である。

待って第86条問題を論ずる際は，当然のこと左がら特見定も含めて論ぜられるととと在

ろう。

第84条(株式評価の特例)

昭和39年保険業法改正までは，第 84条は債券の評価(均等利回評価法)VL関する規

定であったが，昭和37年改正の新商法Kよb均等剰回評価法が認められたため，新保険

業法ではとれを削除し，全〈別個のとの規定が新たK設けられた。

保険会社の所有する取引所の相場のある株式Kついて，その時価が取得価額を超えると

き，その評価換Kょb計上する利益を保険契約者のための準備金として積立てる場合K限

9.主務大臣の認可す受けて，時価までの評価益を計上するととができる。

との規定は，上記のと辛子 b第 86条の緩和規定としての性格をもつほか，商法第285 

条K長いて取引所の相場のある株式の評価す原価主義なよび低価主義Kよb行者うよう規

定されているととの特例規定でもある。その趣旨は，保険事業の相互扶助的特質K照らし，

契約者の利益の確保・増進上，保険会社の資産のうちで特K流動性の高い取ヲ|所の相場の

ある株式の評価K相当程度の含みがある場合Kは，ある程度の評価益を認めて責任準備金・

保険契約者配当準備金の積増す行左う方が適当かつ望ましいと考えられるとと Kある。

在な，との規定が設けられたととは，従来の第86条のみの場合K比すれば一歩前進で

はあるが，第 86条の説明の際K述べたよう左問題点解決Kは不十分であ9，今後とも第

8 6条問題の一環として検討が進められるととと在ろう。
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A-3 I被保険者の同意」は，他人の生命の保険K附随する危険を防止する法制の一つで，わが

国のほかドイツ，フランス等で採用されている。他人の生命の保険K関する危険防止法制と

しては，同意主義のほか，利益主義，親族主義があるが，趨勢的Kは同意主義を採用する悶

が増えてきている。

被保険者の同意はいかなる場合K必要か

商法第 67 4条K規定がある。す在わち，他人の生命の保険で，死亡を保険事故とする契

約を締結する場合台よびその契約の保険金受取人を被保険者以外の第三者K指定・変更する

場合，被保険者の同意す必要とする。

ただし，被保険者と保険金受取人が同一人である場合はとの限bでをい。(第 674条

第 1項)

念会，①上記契約Kよb生じた権利の譲渡(第 2項) ，②保険契約者と被保険者が同一人

である場合，保険金受取人Kよる権利譲渡(第 5項) ，③上記第 674条第 1項但書の場合

で権刺を譲受けた者Kよる再譲渡(第 5項)のいずれの場合Kも，上記と同様，被保険者の

同意を必要とする。

上記の場合K被保険者の同意が必要とされる理由

他人の生命の保険を無制限K認めるをらば，利害関係の宕い者を被保険者とする賭博，あ

るいは保険金取得のため被保険者の殺害を誘発する危険が生じ，また，他人の人格の尊厳を

侵すものと在る。そとで， ζのような保険契約Kないては，上記の如き道徳的危険があるか

左いかの判断は，その他人自身K委すのがもっとも至当であ9，その他人が同意した場合K

限b保険契約の効力を発生せしめるべきであるとの考え方K立脚して定められたのが「被保

険者の同意J~関する規定である。保険契約を締結する場合をはじめとして，保険金受取人

の指定・変更，権剰譲渡・再譲渡まで被保険者の生命K危害が加えられるなそれのある場合

すべて Kついて， I被保険者の同意」が必要であるととが明文化されているのも，上記趣旨

Kよる規定の適用を厳格K行左拾うとする Kある。

左な，⑦他人の生命の保険で生存を保険事故とする契約や，自己の生命の保険契約の場合，

②他人の生命の保険で死亡を保険事故とする契約でも，被保険者と保険金受取人が同一人で

ある場合K被保険者の同意を必要とし左いのは，上記趣旨K照らし，弊害・危険の発生する

なそれが左いと考えられるととKよるものである。
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A-4 

解約 保険約款では，保険契約者はいつでも任意K保険契約を解消しうるものとし，との場

合その契約のためK積み立てた責任準備金のうちから一定額を控除した金額を契約者K

払い戻すべき旨を定めるのが通例である。とれを契約の解約という。

解除 保険契約の当事者の一方的在意思表示Kよ9，契約の効力を消滅させるととをいうが，

保険契約のようK継続的債権関係の性質をもつものは，その効力を将来K向って消滅さ

せるという意味で用いられる場合が多い。解除Kは保険契約者Kよる解除と保険者Kよ

る解除とがあ9，次のよう左各種の場合がある。

イ 保険契約者は，保険者が破産の宣告を受けたときは，契約を解除するととができる。

ロ 保険契約の当時，保険契約者または被保険者がいわゆる告知義務K違反した場合同，

一定の条件のもと~，保険者は契約を解除するととができる。

保険期間中，危険が保険契約者または被保険者の責K帰すととのでき在い事由Kよっ

て著しく変更または培加した場合Kは，保険者は契約を解除する ζ とができる。ただし

保険約款で別段の定めが左されるととがある。

ニ 保険者の責任が始まる前Kないては，保険契約者は自由K契約を解除するととができ

る。(実際問題としてはとの規定は余b意味を持たまい。)

ホ 保険約款の規定Kょ9，一定の要件がある場合vr:，保険者は契約を解除するととがで

きる旨を定めている場合がある。保険者の任意解除権は一般Kは認められ者いが，契約

者の任意解除権は通常認められていてこれが前項の解約である。

契約が解除された場合は，保険者は通常積立金を契約者K支払うととと在る。

失効 保険約款では，保険契約者が第 2回以後の保険料を払い込ま左いで払込期日後一定の

猶予期聞を経過したときは，契約は当然、Kその効力を失うと定めるのが通例である。と

れを契約の失効という。契約が失効した場合.契約者は返戻金の請求権を有し，また失

効後一定の条件のもとK復活を請求できる制度が普通認められている。

者会，失効として，危険の変更，増加の場合(契約者，被保険者の責K帰すべき事由

Kよる場合，然らざるときの通知義務遅怠の場合)の失効，保険者の破産宣告後3カ月

を経過したときの失効がある。

取消 契約締結の際の瑠庇を理由として，契約当事者の意思表示Kょ9，契約の効力を消滅

させるととをいう。取消の原因，取消の効果等Kついては民法の原則Kよるととと在る。

即ち取消しうる契約も取消されるまでは有効であり，取消されれば契約は始めから無か
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ったととと在る。取消権の放棄，時効等Kついても民法の原則Kよる。

無効 保険契約が外形上成立していても，法律上当然Kその効力を生じ在いととをいう。無効

の原因として

イ 保険契約者，被保険者の詐欺Kよるとき

ロ 契約の当時，当事者の一方または受取人が，保険事故の生じているととを知っているとき

ハ 被保険者の同意を要する契約であって，同意を得在いで契約したとき

ニ 民法の規定Kよって無効のとき，即ち，意思能力の火歓，錯誤，虚偽表示，目的の違

法，目的の不能等がある。無効は取消と異ま9，何人の主張が者くても当然K効力を生

じ左い，また追認や時の経過Kよっても有効とはをらをい。

B-1 税制適格退職年金制度は，法人税法施行令第 159条K定められている 11項目の適格

要件をすべて備えていて，国税庁長官の承認を受けをければ左ら宕い。との適格要件の内

容は次のとを bであるが，とれらの要件は，設立した年金制度が従業員K対して平等K刺

益を与え，また受給権が十分K保護されているととをねらいとして，さらK他の税制との

バランスを考慮してきめられたものと解される。

1 退職年金の支給のみを目的とするものであるとと。

退職年金の支給要件をみたさ左いためVC，退職一時金を支給するとと，または年金K

代えて一時払いをするとともさしっかえ左い。

2 事業主が信託銀行(または生命保険会社)と，従業員を受益者(または保険金受取人)

とする年金信託契約(または年金保険契約)を締結し，掛金を払い込むものであること。

社外積立が要件と在る。

5 受益者(加入者)VC役員を含ま在いととo

退職給与引当金との関係から，との要件がきめられている。

4 掛金の額なよび給付の額は，次K掲げる基準K合致した，適正在年金数理K基づいて

算定されるものであるとと。

(1 ) 基礎とする予定刑率は年5分以上

(2 ) 基礎とする予定死亡率，予定昇給率，予定退職率がそれぞれ算定時の現況 K

沿いて，合理的K計算されていること。

5 通常掛金Kついては，定額または給与比例Kよる‘・ととがあらかじめ定められていること。

-113-



6 過去勤務債務の額K係る掛金は，次のいずれかKよるべきととがあらかじめ定められ

ているとと。

イ 会名、むね一定額の接i金等

ロ 給与K全会むね一定の割合を乗じて計算する掛金等

ハ 過去勤務債務等の現在額K全企むね一定の割合を乗じて計算する掛金等

イ，ロの場合は一年どと K過去勤務債務等の額の 10 0分の 20以下，ハの場合は過去

勤務債務等の現在額の 10 0分の 30以下の金額とされている。

7 信託契約の場合Kは .5年経過するどとVC:，そのとき Kなける要留保額をとえる金額

の全額を掛金K充当するか，または事業主K返還するものであるとと。

8 要留保額(または保険料積立金)は事業主K返還し左いものであるとと。

? 契約が解除される場合，要留保額(または保険料積立金)は受益者等K分配されるも

のであるとと0

1 0 掛金の額または給付の額，その他退職年金の受給要件Kついて，受益者のうち，特定

の者K不当 K差別的左取扱いをし左いものであるとと。

11 年金信託契約(または年金保険契約)の締結K伴い，その会社K対して，通常よ b有

利左条件で貸付けその他を行者わ在いとと O

また信託財産の運用Kついて，個別K指示し左いとと。

B-2 

1 信託行為Kより委託者から受託者K信託された信託財産拡，以下の様左信託法の規定K

もとづき，受託者の固有財産と異左.!?，特別の保護を受ける。

(1 ) 信託財産は受託者の相続財産K属さ左い。 傑 15条)

( 2) 信託財産K対し強制執行を左し，競売するととはできをい。(ただし信託前の原

因Kよって生じた権利，または信託事務の処理Kついて生じた権利Kもとづく場合

を除く。).傑 16条)

(3 ) 信託財産K属する債権と，信託財産K属き左い債務とは相殺するととができ者い。

(第 17条)

(a) 信託財産が所有権以外の権利である場合は，受託者がその目的である財産を取得

しでも，その権利は混同Kよって消滅し宕い(第 18条)
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2 とれらの規定が設けられている理由は次のと金bでjいわば信託の本質Kもとづ〈ので

ある。

(1 ) 信託行為Kよ.!?，信託法第 1条K定義するとなり，委託者から受託者v'cr財産権

の移転」が行左われるが，とれはあくまでも「一定の信託目的」を受託者が達成し

易い状態K台くためであ.!?，換言すれば，信託財産は「受益者の刺益のためVLJ受

託者の手K保有せられるのであるから，受託者の固有財産とは独立した性格をもた

されるのである。

(2) また，受託者は信託目的K従って管理処分した結果を，そのま L受益者K帰属さ

せるのであって， (とれを信託の「実績主義」という。)との実績を明らかにする

ためKも，固有財産との峻別なよびそれぞれの信託財産の「分別管理」が要請され

るのである。

5 ζの様K信託財産は，法律上受託者の国有財産とは具合る取扱いを受けるのであるが，

とのととが第三者K対して重大在影響を及ぼすととが当然考えられる。そとで，信託法第

3条は，信託財産を固有財産と区別する公示方法を定め，との公示をしをかったときは，

善意の第三者K対し，信託財産としての特別の取扱いを主張でき左いものとしている。

公示の方法は次のとなbである。

(1 ) 登記・登録すべき財産権(不動産・鉱業権等) ・・・・・ 信託の登記，登録

( ?) 有価証券・・・・ 証券面K信託財産の表示をするほか，株式・社債Kついては

株主名簿・社債原簿K信託財産の記載を行左う。

B-3 基金は厚生年金の老齢年金または通算老齢年金の報酬比例部分の給付を代行するもので

あるから，掛金金よび給付Kついて，政府管掌のものと〈らべて，条件が悪〈左らまいようK

きめられている。とのよう K基金の掛金台よび給付Kついては，政府管掌Kお怠ける条件と

のバランスをとる主旨できめられたものが多い。

1 掛金Kついて

接ト金Kついてきめられている主左条件は次のと台b。

( 1 ) 掛金の算定方法

掛金の算定方法は，原則として，被保険者の種別等客観的左基準なよび当該加

入員の-標準給与Kよって確定する定率方式Kよるもの。走事、乙の額K一定の額を
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加算する方法も認められている。

(根拠)基金の給付は報酬比例部分のイ切ラであるから，推ト金Kついても政府管掌

と同じ方式を原則として，さらK基金の特色を出す方法も認められている。

(2) 掛金額の最低要件

認可基準上は，基金の掛金額が免除保険料総額を下回ら左いよう Kきめられ

ているが，行政指導上は免除保険料総額を上回るものとされている。

(根拠)との基準は政府管掌とのバランス上きめられているが，厚生年金保険

法(以下「法」という)第 85条の 2の責任準備金との関係，また基金設立の

意欲を示す意味でも，基金の控|金総額が免除保険料総額を上回るよう指導され

ている。

(3 ) 掛金の負担

掛金Kついての事業主と加入員の負担割合の基準は，法第 13 9条と基金令

第 34条K定められているが，加入員は免除保険料の泌を必らず負担し左けれ

ば左らず，残bは事業主負担とするととができる。

ただし原則として，全加入員を通じて同一負担割合とするという基準がある。

(根拠)政府管掌K沿いて，被保険者が負担するのと同じ額は最低，加入員が

負担するとして，それ以上の負担割合のきめ方Kついては基金の自主性Kまか

されている。しかし公平の原則から，加入員各人の負担割合は同ーとするよう

きめられている。

2 給付Kついて

給付Kついての条件は，大きく分けて給付額の点と支給要件の点とのこっK分けら

れる。

( 1 ') 給付額

ア 給付現価での厚み

給付現価で，基金は厚生年金の報酬比例部分の 3割程度以上の厚みを確保し

まければ左ら左いロ

イ 年金額での厚み

(ア) 基金の年金額の厚みは，少左〈とも代行部分相当額ι市を乗じて得

た額程度を下回ら左いとと。

(イ) 加入員期間 20年与はの者K対する年金額の厚みは，少左〈とも千切ヲ部分相
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1 0 
当額v'c1'OUOを乗じて得た額程度を下回らまいとと o

(根拠)基金は厚生年金の報酬比例部分の代行であるから，給付の面で上

回る必要がある。具体的Kは加人員全員が額で上回ると同時K，実質的左

上回りとして，給付現価で 3割アップするととがきめられている。

( 2) 支給要件

ア 支給開始時期

厚生年金の老齢給付の受給権を取得したとき Kは，必らず年金を支給す

るとと。また脱退者K対しては遅くとも 60歳から支給開始するとと。

(根拠)基金の場合，脱退者Kついて，他の適用事業所K台いて，被保険

者と在っているかどうかを調べるのは困難であるので，老齢給付の資格要

件をみたしているかどうかの判定だけで，年金支給を開始するとと Kした。

イ 受給資格

加入員期聞が 1カ月であっても，基金の場合は，その期間K対応する年

金を支給するとと。

(根拠)厚生年金の場合は，他の公的年金との通算措置があって，年金の

受給資格を取得すれば，それぞれの期間K対応する年金額が算定されると

とK左るので，基金の方でも，加入員期間が 1カ月以上あれば，年金を支

給するとととされた。

ウ 支給期間

終身年金とするとと(法第 13 1条第 2項)

(根拠)基金の給付は公的年金としての性格をもっとと，さらK報酬比例

部分を下回ら左いという最低要件上，とれは当然左基準である。

B-4 預金と金銭信託は共K金銭の授受を要件とする要物契約であり，殊K定期預金と合同運

用の指定金銭信託は何れも別殖を主たる目的とする貯蓄性資金であるが，信託の特質とい

う面から両者の差異の要点を述べるとととする。

1 預金は金銭消費寄託契約の性質をもち，金銭信託は信託契約の一種である。

2 運用方法

預金 預金者から受入れた金銭を自由K使用し返還するときは同額を払戻せばよい。金銭
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消費寄託である。

金銭信託 運用方法が指定または特定される。運用方法が特定されてい左い金銭信託Kつ

いては，例外として元本金よび一定限度まで刺益保証を行左うととが法令上認められ

ている。(信託業法?条，業法施行細則 21条)

元本保証の例.指定金銭信託合同運用口，貸付信託

3 運用義務

預金 銀行は預金者K対して受入れた金銭を運用する義務は左い。

金銭信託 受託会社は金銭信託K属する金銭を受益者の利益と在るよう運用する義務がある

4 預金利率と配当率

預金利率は預金契約締結の際K確定する。金銭信託の配当率は信託の実績主義から原則と

して決算時または終了時K確定するo

5 分別管理

預金 銀行は預金を自己資本台よび他の預金等と合同して使用できる。

金銭信託 実績主義が維持されるためKは，当該信託財産が他の信託財産台よび受託者の

国有財産K対して独立性を保有し，損益の帰属が明確K行われてい左ければ左ら左い。

(信託法28条〉ただし金鎖言翻旺間で運用方法が同じ場合のみ合同運用が許されているo

合同運用の例.指定金銭信託合同運用口，貸付信託，年金投資基金信託。

6 元金の返還

預金銀行は預金者K対して預金と同額の金銭を返還し左ければ走らまい。

金銭信託 元材開契約のある場合，預金と同じく同額の金銭を返還し左ければ左ら左い。

元本補填契約の左い場合 受託会社は善良左管理者の注意義務K次けるととろが左い限!J， 

信託財産K欠損が生じ元本を割るととがあつでも補填義務は左い。

7 存続期間の確定をよび信託の終了

預金 普通預金，当座預金のよう K期間の定めの左いものがある。

金銭信託 必ず存続期聞を定める。金銭信託の方が特定金銭信託を別とすれば長期性のも

のであ!J，最短期間の制限が適用される。

最短期間の定めがあるもの

指定金銭信託 1年以上 (合同運用・単独運用を問わず)

貸付信託 2年以上

最短期間の定めの左いもの
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特定金銭信託，年金信託。(信託目的の建前から当然、のことと考えられる。)

信託の終了 信託目的を達したとき，もしくは達するととができ左くなったとき，信託が

解除されたとき K信託は終了する。

8 時効

預金 預金は商事上の債権であるから，商法第522条K基づき 5年間で消波時効が完成

する。

金銭信託信託終了後の信託財産返還請求権の消滅時効は 20年間で，また収益請求権の

消波時効も 20年間で完成する。

9 預託金額

普通預金 1円以上

定期預金 1口100円以上

金銭信託

合同運用指定金銭信託

単独運用指定金銭信託

年金信託

貸付信託

1 0 特約

5，000円以上

500万円与は

上記の適用は左い0

1口1万円以上

預金 原則として特約が付加され左い。

金銭信託 特約が付加されるととが少〈左い。委託者の信託目的を考慮する建前をとって

いるととから生ずる。

1 1 信託法の保護規定

金銭信託Kついては，一般信託財産と同様信託法の保護規定が適用される。このうち特K

注意すべきものは次の通bであるO

(イ)強制執行会よび競売の禁止(信託法 16条)

(ロ)相殺の禁止 (信託法 17条)

信託財産K属する債権と信託財産K属さ左い債権とは相殺することができ左い。

(ハ)特上代位性

信託財産の管理処分，滅失，毅損その他の事由Kよって受託者の得た財産は信託員権K

属する。(信託法14条〉

なな，登記登録すべき信託財産Kついては，取得財産Kついて信託の公示をし左けれ
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ば第三者医対抗でき左い。

C-1 

(商法第 62 9条)

損害保険契約は当事者の一方が偶然左る一定の事故K因b生ずるととあるべき損害を填補する

ととを約し相手方が之に其報酬を与うるととを約するK因bて其効力を生ず

( 1 )当事者

一方は保険者，相手方は保険契約者，いずれも一対ーであるととを要せず複数であって

もよい。

保険事故発生Kよる損害の填補を受くべき者を被保険者という o 被保険者は一般K契約

者と同一人であるが，とれが異左る場合がある。即ち他人の為Kする保険契約であるO

(2)偶然在る一定の事故

偶然とは，損害を生ずる事故が発生するかどうかまた何時発生するかわから左いととを

意味する。それKは，客観的偶然、は当然であるが，当時者の主観的左ものも含む。

事故は損害の発生する原因とをる事実で，一定し左ければまら左いが，一つである必要

は左<.火災・車両の衝突等二つ与L上の事故でもよい。

(3 )損害損補

損害填補は，保険事故Kょb生じた保険の目的の損害額を填補するのが通常である

が，物損害Kついては現物損補でもよいo 火災保険普通保険約款 (23条) .自動車保

険普通保険約款 (24条)等では，保険者は現物損補をま M事る規定がある。

C-2 保険業、法第 11条vr.保険会社は必要左統制協定を左し得る規定が昭和 15年から昭和

2 3年まであったが，私的独占の禁止及び公正取引の確保K関する法律が損害保険事業K

施行されるとと K左J?，保険業法第 11条が削除され，第 12条の 5が規定されたもので，

その内容は次の通bである O

私的独占の禁止及び公正取引の確保K関する法律の規定は，次の各号K掲げる行為Kつ
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いてはこれを適用し左い。但し不公正左取引方法を用うるとき，相互K事業活動を不当K拘

束するととKよb一定の取引分野K台ける競争を実質的K制限するととと在るときまたは

一定の取引分野Kなける競争を実質的K制限するととKよb保険契約者もしくは被保険者の

刺益を不当K害するととと左るときはとの限りで左い。

(1 ) 海上(船舶・貨物) ，航空，自動車損害賠償責任，地震の各保険Kついて，その事業

K属する取引Kついて行左う他の損害保険会社との協定，契約その他の共同行為。

(2) (1)以外の損害保険事業K属する保険または再保険Kして他の損害保険会社と共同

して行左うものKついて次K掲げる行為K関し他の損害保険会社と行左う協定，契約そ

の他の共同行為。

イ 保険または再保険の取引K関する数量の決定または制限

ロ 保険約款の内容の決定(保険料率K係るものを除()

再保険K関する相手方または手数料の決定または制限

C-3 第 15条(募集文書-図画の記載禁止事項)

( 1 ) 募集文書図画Kは保険業法第 82条第 1項の提出書類K記載された事項と異左る内容D

資産負債K関する事項を記載しては左ら左い。

(2) 刑益配当または剰余金の分配Kついて予想、K関する事項を記載しては左ら左い。

(3) 放送，映画，演説その他の方法Kよb募集のためまたは募集を容易左らしめるため

( 1 )と (2) VC関する事項を不特定の者K知らせては左ら左い。

第 16条締結または募集K関する禁止行為)

(1 ) 保険契約者K不実のととを告げ，契約条項の一部比較を告げ，または重要左事項を

告げ左い行為

(2) 保険契約者が重要左事実を告げるのを妨げまたは告げ左いことをすすめる行為

(3 ) 保険契約者K重要左事項Kっき不実のととを告げることをすすめる行為

(4) 保険契約者K対し特別の刺益の提供を約し，または保険料の割引，割戻その他特別

の刺益を提供する行為

(5) 既存契約を不当K消滅させ新契約を申込ませまたはとれをすすめる行為

(6) (4)の行為は，保険業法第 1条第 2項K掲げる書類K基づいて行左う場合はよろし

ν=。
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C-4 

第 17条(自己代理庖の禁止)

自己物件契約の保険料が保険料の累計額の 50%以上K左ら在いよう Kし左ければ

左ら左い。

( 1 ) 法律第 10条Kよb大蔵大臣K認可申請書を提出する。添付書類は，

イ 予定損害率K関する事項

ロ 予定事業費率K関する事項

ハ 保険料率の計算方法K関する事項

ニ その他保険料率算出の基礎と在った事項

申請書を提出したときは，遅滞在〈認可申請K係る保険料率と大蔵大臣が申請書を受

理した日を会員K通知する。

(2 ) 昭和27年大蔵省令第 2号第5条Kょ.!?.算定会は算出した保険料率Kついて，大蔵

大臣K認可を申請した日後 1週間内K次K掲げる事項を官報または日干Ij紙K公告する。

イ 当該保険料率K関する保険事業の種類及び保険の目的

ロ 認可申請をした年月日

ハ 保険料率の表を備えて置〈事務所

ニ 保険料率の表の交付の請求を受ける事務所及び実費を請求するときはその額

(3 ) 法律第 10条の 2V'eょ.!?会員及び会員以外の利害関係人は，当該保険料率K不服が

あるときは申請書を大蔵大臣が受理した後 2週間内K異議の申立を大蔵大臣Kするとと

ができる。

(4 ) 法律第 10条の 3V'eよ.!?，会員の異議の申立K対しては異議申出入及び料率団体の理

事(同意したすべてのもの)の出頭を求め事情を聴取し，審査する。

会員以外の利害関係人の異議の申出K対しては，公開Kよる聴聞を行左い事情を聴取

し審査する。

(5 ) 法律第 10条の 4V'eよ.!?，保険料率が合理的かつ妥当でまた不当K差別的で左いと認

めたときは遅滞在〈大蔵大臣は認可し左ければ走ら左ν、~

大蔵大臣は認可したときはとれを告示する。

-122-


	img-730112111.pdf
	img-730112355.pdf



